
－ 制 定 ・ 改 廃 の 概 要 － 

 
条例名      東京における自然の保護と回復に関する条例の一部

を改正する条例 
公布年月日・番号 平成２０年１０月１４日・東京都条例第１２２号 

 

１ 概要 

（１）改正理由 
   公益法人制度改革に伴い、規定を整備する必要がある。 
 
（２）改正概要 
   東京における自然の保護と回復に関する条例第２１条第１項中 

「民法（明治２９年法律第８９号）第３４条に基づく公益法人」 
⇒ 「一般社団法人若しくは一般財団法人」 

 

２ 施行期日 

平成２０年１２月１日 
 

３ 参考（公益法人制度改革関連３法） 

 （１）一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号） 
 （２）公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４

９号） 
 （３）一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成
１８年法律第５０号） 

 

４ 問い合わせ先 

  自然環境部 緑環境課 保全係 
直通 ０３－５３８８－３５５５ 
内線 ４２－６４１ 


